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美しい村を目指して
　平成28年度には、地域発元気づくり支援金を活用し、「原村美しい村づくり推進委員会」を中心に講演

会やワークショップ、先進地への視察を実施しました。美しい景観への取組事業として、住民の皆さんによ

る特定外来植物の駆除や沿道への花の植栽、図書館で講演会やお話し会を行ったほか、「日本で最も

美しい村」連合ロゴマークを活用した看板設置等でＰＲに努めました。

　今年度も引き続き、講演会や作文コンクール・フォトコンテストなどを開催しますので、皆さんのご協力

をお願いします。

「日本で最も美しい村」連合
　ロゴマークを活用したＰＲ

美しい村づくリ
推進委員会

景観美化への取組 図書館ＰＲ活動

「日本で最も美しい村」連合
　ロゴマーク看板設置

美しい村づくりを推進するための方法や普及等について何

度も検討を重ね、講演会やワークショップなどにおいて住

民の皆さんと一緒に「美しい村」づくりについて考えました。

図書館では、「美しい村」をテーマにしたお話し会や、講演
会を行いました。

ワークショップには50人が参加
村の美しいところなど意見を交わす

住民の皆さんによる美しい景観
作りが行われました。

八ヶ岳中央農業実践大学校売店前

「美しい村なんだってね　原村は」
大島順子氏による講演には90人が参加

フォトコンテスト及び作文コンクール表彰式
推進委員が一つひとつ丁寧に審査

もみの湯

タペストリー

ロゴマーク入法被

美しい村関連図書購入

図書館利用者に配布したライブラリーバック

外来植物の駆除、沿道のゴミ拾いに
ボランティア18人が参加

ズームラインへラベンダー
250株を植栽

「子どもの成長と絵本」と題した斎藤惇夫氏による講演子どもを対象にしたお話し会

椅子カバー

ビューポイント整備事業活用の
柏木農村広場看板

八ヶ岳自然文化園

のぼり旗 なまこ壁で有名な静岡県松崎町において
特産品開発など、先進的な取組み等を視察

住民の皆さんへの普及や観光・特産品の
ＰＲイベントにこれらを利用します。

～平成28年度 美しい村づくりの取組内容～

総務課企画振興係　☎79－7922（直通）

美しい村を目指して



枝の張出しの注意/不法投棄の禁止
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特定外来植物の根絶　　　

不法投棄

建設水道課環境係　☎79ー7933（直通）

　近年、村内にも特定外来植物が侵入してきてい
ます。これらの特定外来植物は生態系に重大な
影響を及ぼす恐れがあり、増加傾向にあります。

　北アメリカ原産のキク科で、日本へは明治中期
に観賞用として導入され、1955年に野生化が確
認されました。高さは1ｍ～3ｍまであり、7月～10月
頃にかけて6ｃｍ～10ｃｍくらいの花が咲きます。地
上茎の下部の葉に長い柄があり、幼個体は切れ
込みが浅いが、成長すると5～7つに深く分裂しま
す。

　北アメリカ原産の多年草で、5月～7月の間、直
径5ｃｍ～7ｃｍほどの鮮やかな黄色の花を咲か
せます。高さは30ｃｍ～70ｃｍくらいまで生育し、道
端や路線脇、河川敷などに多く見られます。もとも
と繁殖力が強く生育も早い植物です。

　北アメリカ原産の一年生草で、成長が早いつる
性植物。巻きひげで他の物に巻き付きます。全長
数10ｍで、葉は広いハート形、両面がざらつき、長
い柄、互生します。大量の種子で繁殖し、在来植
物の生育場所を奪ってしまいます。

オオハンゴンソウ

オオキンケイギク

アレチウリ

特定外来植物枝の張出し

　ごみの不法投棄は、美しい自然景観を損ない、悪臭

や害虫の発生源となるとともに、有害物質が流出する

など、環境に与える影響は計り知れません。

　また、ごみの焼却（野外焼却）や飼い犬のフンの放置

なども生活環境に悪影響を及ぼし、近隣住民に対し

ても迷惑行為となります。

　さて、昨年度村内に捨てられた不法投棄物の処理

の為に、約20.5万円の処理費用がかかりました。

　これは本来使わなくても良いお金なのです。とても

もったいないと思いませんか。

　不法投棄の根絶には住民の皆さんはもちろんのこ

と、別荘を持つ皆さんや、観光等で訪れる皆さん、村

内の事業所等で働く皆さんなどの全ての皆さんの理

解と関心が必要です。

　住民の皆さん一人ひとりが、ごみを適切に処理し、マ

ナーやルールを守ることで、清潔で美しい村づくりと快

適な生活環境の保全に努めましょう。

※不法投棄とは

　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処

理法）」の法律に反して違法に投棄をする行為を言い

ます。具体的には、「ごみ・粗大ごみ・燃えがら・汚泥・糞

尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・

その他不要物」を、山林、川、道路、空き地、私有地な

どに捨てることです。

　また、不法投棄をした場合には「5年以下の懲役ま

たは1千万円以下の罰金もしくはその併科」などの重い

罰則が科せられます。

　村道沿いの土地から道路上に張り出した木枝

により、見通しが悪くなったり、倒木や枝の落下に

よる事故が毎年発生しています。事故が起こると

樹木の所有者が賠償責任を問われる場合もあり

ます（民法第７１７条、道路法第４３条）。強風、大

雨時には、倒木、落枝の危険性が高くなるので特

に注意が必要です。

　こうした事故を防止するために、所有される土地

に次のような状況が見られる場合は、樹木の伐

採や枝払いをお願いします。

○道路に樹木や枝が張り出している

○傾いている木や枯れ枝など、道路に倒木の恐

　れがある

　作業する場合は、歩行者や通行車両の安全を

確保し、樹木からの転落防止などに注意してくだ

さい。また、電線がある場所は、中部電力やNTT

に相談してください。

建設水道課環境係　☎79ー7933（直通）建設水道課建設係　☎79ー7921（直通）

注意
　自己管理地で発見した場合は根よ
り引き抜く等の駆除をお願いします。



人づくり事業研修報告 野生鳥獣の被害から生活を守る

人づくり事業 研修報告
沖縄本島および八重山4島の農業振興視察見学　　　　　　

視察団員　宮坂　房雄

　

　

沖
縄
県
で
は
毎
年
の
よ
う
に

台
風
が
襲
来
し
、
ま
た
、
干
ば

つ
の
被
害
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

サ
ト
ウ
キ
ビ
は
台
風
や
干
ば
つ

等
の
自
然
災
害
に
強
く
、
沖
縄

県
の
基
幹
作
物
と
し
て
県
全
域

で
栽
培
さ
れ
、
全
耕
地
面
積
の

47
%
、
全
農
家
戸
数
の
70
%
、

農
業
粗
生
産
額
の
21
%
を
占
め

て
い
ま
す
。
特
に
、
離
島
地
域

で
は
耕
地
面
積
の
58
%
を
占
め
、

作
物
栽
培
農
家
の
82
%
が
栽
培

す
る
な
ど
、
離
島
経
済
を
支
え

る
極
め
て
重
要
な
作
物
で
す
。

　

亜
熱
帯
の
気
象
条
件
を
活
か

し
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
は
じ
め
、

野
菜
、
花
き
、
果
樹
、
肉
用
牛

等
の
生
産
が
多
様
に
展
開
さ
れ
、

国
内
に
お
け
る
甘
味
資
源
作
物
、

野
菜
、
花
き
等
の
供
給
産
地
と

し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
台
風
等
の
厳
し
い

自
然
環
境
や
、
本
土
市
場
か
ら

遠
隔
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
条
件

に
加
え
、
農
作
物
の
輸
入
規
制

緩
和
や
、
農
業
従
事
者
の
高
齢

化
と
就
農
者
の
減
少
な
ど
の
課

題
も
生
じ
て
お
り
、
厳
し
い
状

況
に
あ
り
ま
す
。

　

八
重
山
４
島
は
西
表
島
、
由

布
島
、
竹
富
島
、
石
垣
島
の
４

島
で
、
石
垣
島
は
農
業
の
中
心

地
で
す
。
年
間
を
通
し
て
温
暖
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な
気
候
で
、
夏
場
の
熱
帯
果
樹

パ
イ
ン
ア
ッ
プ
ル
は
沖
縄
県
内

で
唯
一
の
産
地
と
し
て
全
国
へ

出
荷
。
日
本
一
早
い
新
米
（
ひ

と
め
ぼ
れ
）
や
石
垣
牛
な
ど
の

産
地
で
、
「
農
産
・
畜
産
・
水

産
」
に
恵
ま
れ
た
環
境
で
す
。

　

石
垣
島
に
あ
る
八
重
山
の
大

型
農
畜
産
物
直
売
所
で
、
Ｊ
Ａ

お
き
な
わ
「
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
事

業
基
本
構
想
」
に
基
づ
き
「
地

産
地
消
」
を
合
言
葉
に
事
業
展

開
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
ゆ

ら
て
ぃ
く
市
場
」
の
生
産
者
会

は
現
在
約
5
2
0
名
で
、
少
量

多
品
目
の
農
産
物
生
産
が
基
本

と
な
っ
て
お
り
、
兼
業
農
家
や

高
齢
者
層
、
女
性
層
の
体
力
に

応
じ
た
生
産
が
可
能
で
、
所
得

の
向
上
や
生
き
が
い
づ
く
り
に

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
主
な
販

売
品
目
は
、
地
元
産
の
野
菜
、

果
実
、
切
花
、
米
、
石
垣
牛
、

や
い
ま
牛
、
加
工
食
品
、
乳
製

品
な
ど
で
す
。

　

沖
縄
県
と
村
と
は
自
然
環
境

は
全
く
異
な
り
ま
す
が
、
遊
休

農
地
の
解
消
な
ど
、
共
通
の
課

題
も
あ
り
ま
す
。
今
回
の
視
察

見
学
を
き
っ
か
け
に
お
互
い
の

取
り
組
み
を
参
考
に
し
て
い
き

た
い
と
感
じ
ま
し
た
。

野生鳥獣の被害から生活を守る

原
村
鳥
獣
被
害

対
策
協
議
会
の
活
動

　

近
年
、ニ
ホ
ン
ジ
カ
や
イ
ノ
シ

シ
、ハ
ク
ビ
シ
ン
、カ
ラ
ス
と
い
っ

た
野
生
鳥
獣
に
よ
っ
て
、農
作
物

や
樹
木
が
荒
ら
さ
れ
る
被
害
が

多
発
し
て
い
ま
す
。

　

当
村
に
お
け
る
被
害
額
は
年

間
３
０
０
万
円
余
り
に
の
ぼ
る

と
み
ら
れ
ま
す
。こ
の
被
害
の
多

く
は
ニ
ホ
ン
ジ
カ
に
よ
る
も
の
で

す
。

　

被
害
を
も
た
ら
す
鳥
獣
は
、本

来
村
の
豊
か
な
自
然
の
中
に
暮

ら
し
て
い
る
野
生
生
物
の
仲
間
で

す
。し
か
し
、生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス

が
崩
れ
て
繁
殖
力
が
高
ま
り
、生

息
数
が
圧
倒
的
に
増
え
た
こ
と

か
ら
、人
間
の
生
活
を
脅
か
す
存

在
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

村
で
は
、「
原
村
鳥
獣
被
害
対

策
協
議
会
」を
中
心
に
、鳥
獣
被

害
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

今
回
は
、こ
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。

農林課農政係　☎79－7931（直通）

地
域
ぐ
る
み
で
取
り

組
む
被
害
防
止
対
策

村
が
実
施
す
る

被
害
防
止
事
業

　

増
え
続
け
る
野
生
鳥
獣
被
害

に
対
し
て
、村
で
は
前
述
の
よ
う

な
対
策
を
講
じ
て
い
ま
す
が
、こ

れ
ら
は
行
政
単
独
で
実
施
し
て

も
効
果
は
あ
り
ま
せ
ん
。住
み
や

す
い
地
域
づ
く
り
の
一
環
と
し
て

野
生
鳥
獣
被
害
問
題
を
捉
え
、地

域
ぐ
る
み
で
対
策
を
行
う
こ
と

が
大
切
で
す
。

　

防
護
柵
や
く
く
り
罠
の
効
果

的
な
設
置
方
法
や
管
理
等
、詳
し

い
被
害
防
止
対
策
の
手
順
に
つ
い

て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

農
地
の
管
理
や
森
林
の
手
入

れ
を
し
、ニ
ホ
ン
ジ
カ
な
ど
を
寄

せ
つ
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

　

村
で
は
、農
作
物
へ
の
野
生
鳥

獣
に
よ
る
被
害
を
未
然
に
防
止

す
る
た
め
次
の
事
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。

①
防
護
ネ
ッ
ト
等
を
設
置
し
た

農
業
者
に
対
し
て
、要
し
た
経

費（
購
入
費
）の
30
％
以
内
を

補
助

②
猟
友
会
へ
の
有
害
鳥
獣
の
駆

除
委
託

③「
原
村
鳥
獣
対
策
実
施
隊
」の

シ
カ
駆
除
に
対
す
る
報
酬
の

支
払
い

近
年
の
被
害
状
況

　
「
原
村
鳥
獣
被
害
対
策
協
議

会
」は
、住
民
の
代
表
者
、猟
友
会
、

農
協
、村
行
政
、県
関
係
機
関
な

ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
組
織
で
す
。

　

協
議
会
で
は
、被
害
の
軽
減
は

集
落
を
単
位
と
す
る「
集
落
ぐ
る

み
の
総
合
的
な
対
策
」が
不
可
欠

と
考
え
、関
係
者
の
連
携
を
強
化

し
、野
生
鳥
獣
に
負
け
な
い
集
落

ぐ
る
み
の
総
合
的
な
被
害
防
止

対
策
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

主
な
活
動
と
し
て
は
、

①
国
や
村
か
ら
の
補
助
金
を
活

用
し
た
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
出
没
し

な
い
環
境
整
備（
緩
衝
帯
整

備
）

②
猟
友
会
の
皆
さ
ん
か
ら
な
る

「
原
村
鳥
獣
対
策
実
施
隊
」へ
、

く
く
り
罠
を
提
供
し
捕
獲
駆

除
を
推
進

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
活
動
は
個
人
、地
区
、

行
政
が
連
携
し
な
が
ら
、被
害
発

生
状
況
と
集
落
全
体
の
合
意
形

成
に
応
じ
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

①
野
生
鳥
獣
の
生
態
や
活
動

状
況
を
知
る

②
被
害
地
域
へ
の
侵
入
を
防

止
す
る

③
野
生
鳥
獣
か
ら
自
分
た
ち

の
環
境
や
財
産
を
守
る

野
生
鳥
獣
か
ら

環
境
を
守
る
三
要
素
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国 保
だ

よ
り

国保豆知識⑧　医療費を全額負担したときは療養費で払い戻しが受けられます

①

医療費の全額を自己負担したとき
（医療費の支給）

　下記のような場合は、いったん医療費の全額が自己負担額となりますが、下記窓口に療養費の申請をし、
審査で認められると、負担した金額のうち一部負担金を除いた金額が払い戻しされます。

対象となるのは、治療のためにどうしても必要であると医師が認めて装着させたもの（コルセッ

ト・治療用装具・サポーターなど）で、日常生活や職業上の必要性によるものや美容目的で使用す

るものは該当しません。

治療目的の渡航は除きます。

また、給付対象となるのはその治療が日本国内の保険診療として認められた治療で、支給される

金額は日本国内での同様の治療を国保で受けた場合基準にして決定されるため、海外で支払った

治療費の全額が対象となるわけではありません。

（注1）

（注2）

こんなとき 申請に必要なもの

自費治療

補装具を作った費用
（注1）

海外療養費
（注2）

緊急のとき、保険者証を使わずに治
療を受けたとき

治療上、必要があってコルセットなど
を装着したとき

海外渡航中に治療を受けたとき

診療報酬明細書

医師の診断書または意見書

診療内容明細書
（日本語の翻訳が必要）

誤った保険者証で受診

輸血の生血代

国保または社保の資格喪失後、その
保険者証で治療を受けたとき

手術などの際に、他人の生血を輸血し
たとき

国保または社保に返納金を支
払い後、受け取る返納金の納
入領収書

医師の診断書または意見書

全ての手続きに必要なもの

①印鑑　　　②個人番号カードまたは通知カード　③領収書

④保険者証　⑤本人確認書類（運転免許証など）　⑥療養費支給申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （医療給付係窓口にあります）

保健福祉課　医療給付係　☎７９－７９２６（直通）

土地開発公社からのお知らせ 国保だより




